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(57)【要約】
【課題】精度よく微細な加工を行うことができる被加工
体の加工方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る被加工体の加工方法は、ガラ
ス状カーボンからなる被加工体１０上にＨＳＱ膜２０を
形成する工程と、ＨＳＱ膜２０を電子線描画し、その後
ＨＳＱ膜２０を現像することにより、被加工体１０上に
位置していてパターンを有するマスク膜２２を形成する
工程と、マスク膜２２をマスクとして被加工体１０をド
ライエッチングすることにより、被加工体１０を加工す
る工程とを具備する。ＨＳＱは酸素プラズマにエッチン
グされ難い為、被加工体１０を加工する工程は、酸素を
含むプラズマを用いてドライエッチングする工程であっ
てもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス状カーボンからなる被加工体上に水素化シルセシキオキサン（Ｈｙｄｒｏｇｅｎ
　ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ：以下ＨＳＱと記載）膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に
位置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工する工程と、
を具備する被加工体の加工方法。
【請求項２】
　前記被加工体を加工する工程は、酸素を含むプラズマを用いてドライエッチングする工
程を含む請求項１に記載の被加工体の加工方法。
【請求項３】
　前記被加工体を加工する工程は、誘導結合プラズマを用いてドライエッチングする工程
である請求項１又は２に記載の被加工体の加工方法。
【請求項４】
　金型を準備する工程と、
　前記金型に、ガラス転移点以上に加熱したガラス又は樹脂を導入して冷却し、その後前
記ガラス又は樹脂を前記金型から剥離することによりガラス又は樹脂の成型体を形成する
工程と、
を具備し、
　前記金型は、
　ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳＱ膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に
位置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、
を経て形成されているガラス又は樹脂の成型方法。
【請求項５】
　前記ガラス又は樹脂の成型体は、表面に周期的な凹凸を有するレンズである請求項４に
記載のガラス又は樹脂の成型方法。
【請求項６】
　ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳＱ膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に位
置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、
を経て形成された金型。
【請求項７】
　ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳＱ膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、その後前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工
体上に位置していてパターンを有するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、
　前記マスク膜を除去する工程と、
を経て形成された金型を準備する工程と、
　前記金型に、ガラス転移点以上に加熱したガラス又は樹脂を導入して冷却し、その後前
記ガラス又は樹脂を前記金型から剥離することによりガラス又は樹脂の成型体を形成する
工程と、
を経て形成されたガラス又は樹脂の成型体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被加工体の加工方法、ガラス又は樹脂の成型方法、金型、及びガラス又は樹
脂の成型体に関する。特に本発明は、精度よく微細な加工を行うことができる被加工体の
加工方法、ガラス又は樹脂の成型方法、金型、及びガラス又は樹脂の成型体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばガラスや樹脂の表面に無反射構造体を形成する場合、又はガラスや樹脂を用いて
ワイヤーグリッドを形成する場合、表面に微細構造を形成する必要がある。表面に微細構
造を形成する方法の一つに、微細構造を有する金型にガラス転移点以上に加熱したガラス
又は樹脂を導入し、冷却して固化した後にガラス又は樹脂を剥離させる方法がある。この
方法によれば、金型が有する微細構造がガラス又は樹脂に転写される。微細構造を有する
金型の材料としては、例えばガラス状カーボンがある。ガラス状カーボンを加工して金型
の微細構造を形成する方法には、例えば酸素プラズマを利用してドライエッチングを行う
方法がある（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１９１３２７号公報（第２乃至第４段落）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ドライエッチング法によりガラス状カーボンなどの被加工体（例えば金型）を加工する
場合、被加工体上にパターンを有するマスク膜を形成する必要がある。従来は厚いフォト
レジスト膜、又はリフトオフ法によって形成されたメタルがマスク膜として使用されてい
た。しかし、厚いフォトレジスト膜をマスク膜として使用した場合、マスク膜に微細パタ
ーンを形成することは難しく、その結果、被加工体に微細な加工を行うことは難しかった
。また、リフトオフ法によって形成されたメタルをマスク膜として使用した場合、マスク
膜形成時にマスク側面にメタルのバリが生じやすく、このためリフトオフ時にラフネスが
生じやすく（例えば１０ｎｍ程度）、被加工体の加工精度が低下しやすかった。
【０００５】
　本発明は上記のような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、精度よく微細
な加工を行うことができる被加工体の加工方法、ガラス又は樹脂の成型方法、金型、及び
ガラス又は樹脂の成型体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る被加工体の加工方法は、ガラス状カーボンから
なる被加工体上に水素化シルセシキオキサン（Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏ
ｘａｎｅ：以下ＨＳＱと記載）膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に
位置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工する工程とを具備する。
【０００７】
　この被加工体の加工方法によれば、前記ＨＳＱ膜に電子線描画を行うことにより、前記
マスク膜のパターンを形成している。このため、光学的な露光工程を用いる場合と比較し
て、前記被加工体の表面に微細なパターンを形成することができる。また、前記マスク膜
を形成するときにリフトオフ法を用いていない為、前記マスク膜のエッジのラフネスも小
さくなり、その結果、前記被加工体に形成されたパターンのエッジのラフネスも低くなる
。従って、前記被加工体に精度よく微細な加工を行うことができる。
【０００８】
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　前記被加工体を加工する工程は、酸素を含むプラズマを用いてドライエッチングする工
程を含んでもよい。この場合においても前記マスク膜はＨＳＱ膜により形成されているた
め、ドライエッチングされ難く、その結果、前記被加工体の加工精度が低下することを抑
制できる。
【０００９】
　前記被加工体を加工する工程は、例えば誘導結合プラズマを用いてドライエッチングす
る工程である。
【００１０】
　本発明に係るガラス又は樹脂の成型方法は、金型を準備する工程と、
　前記金型に、ガラス転移点以上に加熱したガラス又は樹脂を導入して冷却し、その後前
記ガラス又は樹脂を前記金型から剥離することによりガラス又は樹脂の成型体を形成する
工程と、
を具備し、
　前記金型は、
　ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳＱ膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に
位置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、
を経て形成されている。
【００１１】
　前記ガラス又は樹脂の成型体は、例えば表面に周期的な凹凸を有するレンズである。
【００１２】
　本発明に係る金型は、ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳＱ膜を形成する工程
と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工体上に位
置するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、を経て形成されている。
【００１３】
　本発明に係るガラス又は樹脂の成型体は、ガラス状カーボンからなる被加工体上にＨＳ
Ｑ膜を形成する工程と、
　前記ＨＳＱ膜を電子線描画し、その後前記ＨＳＱ膜を現像することにより、前記被加工
体上に位置していてパターンを有するマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして前記被加工体をドライエッチングすることにより、前記被
加工体を加工して金型を形成する工程と、
　前記マスク膜を除去する工程と、
を経て形成された金型を準備する工程と、
　前記金型に、ガラス転移点以上に加熱したガラス又は樹脂を導入して冷却し、その後前
記ガラス又は樹脂を前記金型から剥離することによりガラス又は樹脂の成型体を形成する
工程とを経て形成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、前記被加工体に、精度よく微細な加工を行うことができる。また、前
記被加工体がガラス又は樹脂を成型する金型である場合、ガラス又は樹脂の成型体に、高
い精度の微細構造物を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１及び図２は、本発明の
実施形態に係るガラスの成型方法を説明するための断面図である。まず図１（Ａ）に示す
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ように、金型となる被加工体１０の表面上にＨＳＱ（水素化シルセシキオキサン：Ｈｙｄ
ｒｏｇｅｎ　ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）膜２０を、例えばスピンコーティング法に
より塗布し、その後熱処理する。熱処理後のＨＳＱ膜２０の膜厚は、例えば２００ｎｍ以
上４００ｎｍ以下である。被加工体１０は、例えばガラス状カーボンである。
【００１６】
　次いで、電子銃３０を用いてＨＳＱ膜２０を電子線描画する。電子線の加速電圧は、例
えば１０ｋＶ以上１００ｋＶ以下であり、電子線のドーズ量は、例えば１２５μＣ／ｃｍ
２以上５００μＣ／ｃｍ２以下である。これにより、ＨＳＱ膜２０のうち電子線が照射さ
れた部分は硬化する。
【００１７】
　次いで図１（Ｂ）に示すように、現像液を用いてＨＳＱ膜２０を現像し、その後純水で
洗浄する。これにより、ＨＳＱ膜２０のうち硬化していない部分が除去され、パターンを
有するマスク膜２２が形成される。マスク膜２２は、例えば周期構造、例えば複数の線状
パターンが互いに並行に配置された構造を有している。上記したように、マスク膜２２の
露光には電子線を用いている為、マスク膜２２は微細パターンを有することができる。ま
たリフトオフ法を用いていない為、マスク膜２２のエッジ２２ａのラフネスも小さくなる
。
【００１８】
　次いで図１（Ｃ）に示すように、マスク膜２２をマスクとして被加工体１０をドライエ
ッチングする。エッチングガスには酸素が含まれる。エッチングガスは、酸素ガスが１０
０％であってもよい。また、ドライエッチングの最初から最後までエッチングガスに酸素
が含まれていても良いし、一部の時間にのみ酸素ガスが含まれていても良い。このとき、
エッチングに異方性を持たせるために、被加工体１０にバイアス電位を印加する。これに
より被加工体１０の表面には微細パターンが形成される。この微細パターンは周期的な凹
凸を有しており、例えば複数の直線状の凹部１２を互いに並行に配置した構造を有してい
る。なお、ドライエッチングには並行平板型のプラズマを用いてもよいが、高密度プラズ
マ、例えば誘導結合プラズマやＥＣＲプラズマを用いるのが好ましい。例えば誘導結合プ
ラズマを用いる場合、プラズマ入力は２００Ｗ以上１０００Ｗ以下、基板入力は５Ｗ以上
３００Ｗ以下である。
【００１９】
　このエッチング工程において、マスク膜２２はＨＳＱ膜により形成されているため、エ
ッチングガスに酸素が含まれていて酸素ラジカルや酸素イオンが形成されても、マスク膜
２２はエッチングされ難く、被加工体１０に対して高い選択比を有する。この選択比は、
例えば被加工体１０がガラス状カーボンである場合、３０以上になる。このため、被加工
体１０の表面に形成された微細パターンは高い精度を有する。
【００２０】
　その後図２（Ａ）に示すように、マスク膜２２を、フッ酸を用いて除去する。このよう
にして、被加工体１０は、ガラス又は樹脂の表面に微細パターンを形成するための金型に
加工される。
【００２１】
　次いで図２（Ｂ）に示すように、被加工体１０の表面に、ガラス転移点以上に加熱した
ガラス又は樹脂４０を導入する。この導入にはナノインプリント法を用いることができる
。このときガラス又は樹脂４０は、凹部１２の内部にも導入される。
【００２２】
　次いで図２（Ｃ）に示すように、ガラス又は樹脂４０を冷却した後、被加工体１０から
ガラス又は樹脂４０の成型体を剥離する。このようにして、ガラス又は樹脂４０の成型体
の表面には、微細構造が形成される。ガラス又は樹脂４０の成型体がレンズである場合、
この微細構造は周期的な凹凸（例えば線状の凹凸が一定間隔ごとに配置される構造）であ
り、これによりレンズ表面には無反射構造体が形成される。また、周期的な凹凸のパター
ンを適切なパターンにすることにより、ガラス又は樹脂４０の成型体をワイヤーグリッド
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とすることもできる。
【００２３】
　以上、本実施形態によれば、電子線描画によりＨＳＱ膜２０にパターンを形成し、この
パターンを、被加工体１０をドライエッチングする際のマスク膜２２として利用している
。マスク膜２２のパターンを形成する際に電子線描画を用いている為、光学的な露光工程
を用いる場合と比較して、被加工体１０の表面に微細なパターンを形成することができる
。また、マスク膜２２を形成するときにリフトオフ法を用いていない為、マスク膜２２の
エッジ２２ａのラフネスも小さくなり、その結果、被加工体１０に形成された微細パター
ンのエッジ１２ａのラフネスも小さくなる。従って、被加工体１０を金型としてガラス又
は樹脂４０の成型体を形成した場合、ガラス又は樹脂４０の表面に微細な構造体を精度よ
く形成することができる。
【００２４】
　また、直接マスク膜２２を電子線露光及び現像するため、リフトオフ法を用いてメタル
マスクを形成する場合と比較して工程が少なくなる。
【００２５】
　また、ＨＳＱ膜２０を用いてマスク膜２２を形成しているため、酸素を含むエッチング
ガスを用いて被加工体１０をドライエッチングしても、マスク膜２２はエッチングされ難
い。従って、被加工体１０に形成された微細パターンの精度が低下することを抑制できる
。
【００２６】
　尚、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない
範囲内で種々変更して実施することが可能である。
【実施例】
【００２７】
　ガラス状カーボンからなる基板の上にＨＳＱ膜を形成した。ＨＳＱとしては、東レ・ダ
ウコーニング社製「ＦＯｘ１４」を使用した。そしてＨＳＱ膜を１８０℃で１０分間熱処
理した。熱処理後のＨＳＱ膜の厚さは３００μｍであった。
【００２８】
　次いで、株式会社エリオニクス社製「ＥＬＳ－６６００」を用いてＨＳＱ膜に対して電
子線描画を行った。電子線の加速電圧は２０ｋＶであり、電子線のドーズ量は１３７μＣ
／ｃｍ２であった。その後、東京応化工業株式会社製「ＮＭＤ－Ｗ」を用いてＨＳＱ膜を
現像し、その後純水で洗浄することにより、基板上に位置するマスク膜を形成した。マス
ク膜は、幅１００ｎｍの直線状の凸状パターンを３００ｎｍ間隔で複数配置した構造を有
している。
【００２９】
　図３に、形成したマスク膜のＳＥＭ写真を示す。本写真から、マスク膜のエッジのラフ
ネスが十分低いことが分かる。
【００３０】
　次いで、マスク膜をマスクとして、誘導結合プラズマを用いて基板をドライエッチング
した。ドライエッチング装置には、株式会社エリオニクス社製「ＥＩＳ－７００」を用い
た。エッチングガスは酸素ガス１００％であり、酸素ガスの流量は５０ｓｃｃｍであった
。また、誘導結合プラズマのプラズマ入力は５００Ｗであり、ドライエッチングに異方性
を持たせるための基板バイアスは１００Ｖであった。これにより、基板の表面に微細パタ
ーンが形成された。この微細パターンは、幅２００ｎｍの直線状の凸状パターンを４００
ｎｍ間隔で複数配置した構造を有している。
【００３１】
　図４に、基板の表面に形成された微細パターンのＳＥＭ写真を示す。本写真から、微細
パターンのエッジのラフネスが十分低いことが分かる。
【００３２】
　次いで、表面に微細パターンが形成された基板を金型としてナノインプリント法を行う
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ことにより、表面に微細パターンを有するガラス成型体を形成した。成型温度は６３０℃
であり、成型圧力は０．３１ＭＰａであった。ガラス成型体が有する微細パターンは、幅
１５０ｎｍの直線状の凹状パターンを４５０ｎｍ間隔で複数配置した構造を有している。
【００３３】
　図５に、ガラス成型体のＳＥＭ写真を示す。本写真から、微細パターンのエッジのラフ
ネスが十分低いことが分かる。
【００３４】
　以上から、ＨＳＱ膜をマスクとしてガラス状カーボンをドライエッチングすることによ
り、高い精度の微細パターンを有する金型を作製できることが示された。また、この金型
を用いてガラスを成型することにより、ガラス成型体の表面に高い精度の微細パターンを
形成できることが示された。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】各図は本発明の実施形態に係るガラスの成型方法を説明するための断面図。
【図２】各図は図１の次の工程を説明するための断面図。
【図３】形成したマスク膜のＳＥＭ写真。
【図４】形成した被加工体のＳＥＭ写真
【図５】成型したガラス成型体のＳＥＭ写真。
【符号の説明】
【００３６】
１０…被加工体、１２…凹部、１２ａ，２２ａ…エッジ、２０…ＨＳＱ膜、２２…マスク
膜、３０…電子銃、４０…ガラス又は樹脂

【図１】 【図２】
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